
これより「立間川水系河
川整備計画（案）」について
説明いたします。

お配りしていますこちらの
文書が河川整備計画の
（案）になりますが、スライド
資料では内容を補足する
資料も加えて、整備計画
（案）の概要を説明させてい
ただきます。

まずは、河川整備計画
の説明の前に、その策定
の根拠になる河川法つい
て簡単に説明します。

明治２９年に制定され
た河川法は、平成９年の
改正で、治水・利水・環
境の総合的な河川制度の
整備がうたわれるように
なりました。

また、河川法では、河
川管理者が、計画的に河
川を整備をする場合には、
河川整備基本方針と河川
整備計画を定めることと
されています。



その河川整備基本方針、
河川整備計画ですが、河
川では、長期的な河川の
計画を定めたものが、
「河川整備基本方針」、
当面の間（概ね20～30
年）の具体的・段階的な
計画を定めたものが、
「河川整備計画」となり
ます。

河川整備基本方針では、
「河川の総合的な保全と
利用に関する基本方針」、
「河川工事の実施の基本
となるべき計画に関する
事項」を定めて、「代表
地点での将来的な目標流
量など」を決めています。

また、河川整備計画で
は、河川整備基本方針を
踏まえ、当面の間実施す
る「河川整備の目標」、
「河川整備の実施に関す
る事項」を定めて、「整
備する区間、整備に要す
る期間、整備内容など」、
より具体的な計画内容を
決めることになります。

続いて、河川整備計画
決定までの流れを説明し
ます。

河川整備計画は、策定
済みの河川整備基本方針
を踏まえ、河川管理者で
ある愛媛県が河川整備計
画（原案）を作成したの
ち、「流域の住民の方」
の意見や学識経験者の意
見をお伺いして、河川整
備計画（案）を作成しま
す。

その後、関係市町の長、
今回は宇和島市長さんの
意見をお聞きし、国土交
通省への申請手続きを経
て、計画決定・実施とな
ります。

本日のこの会は、こち
らの「流域懇談会」とな
ります。



それでは、河川整備計
画の内容について説明さ
せていただきます。

河川整備計画において
定めなくてはいけない事
項はスライドに写ってい
る通りですが、まずは、
「流域の現状と課題」につ
いてご説明します。

立間川の流域概要です。
青い線が立間川などの

河川、黒の線でかこまれ
た区域が立間川水系の流
域になります。

本川の立間川は、宇和
島市吉田町立間北部と西
予市との境界にある高森
山を源流とし、立間西部
を南へ流れて吉田港に注
ぎ込む流域面積26km2、幹
川流路延長3.37kmの二級
河川です。

また、流域内の人口は
約4900人で旧吉田町の半
数以上が立間川水系の流
域内で暮らしています。



本川の立間川及び主な
支川の状況です。

立間川は河口から吉田
病院付近までの下流域が
潮の干満の影響を受ける
感潮区間です。吉田高校
上流には、支川国安川へ
の分流堰が整備されてい
ます。分流堰から下流に
は、吉田町の中心市街地
が広がっており、住宅が
密集しています。

国安川は立間川の分流
堰から分流して、フジ吉
田店前で再び立間川に合
流する支川です。立間川
合流点から吉田図書館横
の河内川合流点までは感
潮区間となっています。
国安川の沿川にも住宅が
密集しています。

河内川は国安川に合流
する支川で、国安川合流
付近に潮止の河内川第一
水門が整備されています。
水門がなければ、満潮時
には吉田中学校の上流側
まで、海水が流入する感
潮区間となっています。
上流域の沿川の土地は主
に水田として利用されて
います。

本村川は立間小学校下
流で立間川に合流する支
川です。沿川は耕作地や
果樹園として利用されて
おり、集落が点在してい
ます。

立間川水系の大きな特
徴として４項目が挙げら
れます。

潮位についてですが、
立間川水系は吉田湾に流
れており、水位は潮の干
満の影響を受けます。

橋梁が後ほど説明する
整備区間となる中心市街
地部に19橋（うちJR橋3
橋）存在します。古い時
代に設置された橋梁の中
には、桁下高が低く橋脚
が複数あることで洪水時
に流れが阻害される橋梁
があります。

水門について、河内川
第一水門は吉田湾からの
塩水の遡上を防止する潮
止の水門です。河内川上
流の農地の 塩害対策が
目的で通常時は水門を閉
じており洪水時にゲート
を上げます。

分流堰が吉田高校の上
流にあり、立間川の流量
が増えて水位が上昇した
場合に、洪水の一部が国
安川に流れ出る構造に
なっています。



立間川水系では昭和30
年代から順次、局部改良
事業で河川改修を行って
きました。

近年は大規模な河川改
修は行っておらず、水門
等の河川管理施設の維持
修繕や河床掘削等を県単
独事業で実施しておりま
す。

また、平成30年７月豪
雨時に被災した施設の災
害復旧工事を現在も継続
して実施しているところ
です。

左端の図は江戸時代末
期、幕末の頃の地図です
が、吉田藩の初代藩主
「伊達宗純」公が吉田の
街を拓いた1660年頃に国
安川が人工的に掘られま
した。

戦後まで水田地帯で
あった河内川の沿川は、
昭和38年頃から始まった
国道56号や河内川の改修
工事、中学校の統合や吉
田公園の整備などにあわ
せて、宅地化が進んだこ
とが分かります。



続いて過去の浸水被害に
ついてです。

立間川の近年における
被害は昭和62年の台風5
号、昭和63年の豪雨によ
る内水被害で、床上、床
下浸水被害が発生してい
ます。

平成30年7月豪雨では、
床上浸水750棟、床下浸
水950棟、浸水区域が約
175ヘクタールとなって
います。

気象庁の宇和島観測所
の年最大１時間降水量を
記録が残る1940年頃から
並べています。

１時間に50～80ミリの
雨を「非常に激しい雨」、
80ミリ以上を「猛烈な
雨」と呼びます。ここで
は時間50ミリ以上の「非
常に激し雨」を赤色で表
示しています。
近年、「非常に激しい

雨」の降る頻度が増加し
ていることが分かります。

2010年以降は、県の雨
量観測所である吉田観測
所と奥南観測所の吉田地
区の雨量データが記録が
ありますので合わせて記
載しています。
観測史上最大となった

平成30年７月豪雨につい
ては、時間86～96ミリと
「猛烈な雨」になってい
ます。
また、今年の７月４日

にも吉田では時間70ミリ
程度の「非常に激しい
雨」を記録しています。



こちらは、平成30年７
月豪雨の時間雨量と潮位
です。

雨量がピークとなった
7月7日の7時の時間雨量
は吉田観測所で86mm/時
間、奥南観測所で96mm/
時間を記録しています。

潮位については、大潮
の満潮であれば水位が
1.1ｍまで上がりますが、
７時頃の潮位は小潮の干
潮時でマイナス0.1ｍで
した。

こちらは、気象庁宇和
島観測所の雨量の歴代順
位になりますが、平成30
年７月豪雨の吉田と奥南
雨量観測所の数値を、黄
色の四角で記載していま
す。

西予市や大洲市を流れ
る肱川などに比べて、流
域面積が小さい立間川の
流域では、降った雨が川
へ流入し、海に到達する
までの時間は１時間程度
です。
そのため、この表の３

段目に記載している１時
間降水量が大きくなれば、
洪水が発生しやすくなる
状態となります。

宇和島の歴代雨量を比
較しても、吉田地区の７
月豪雨の雨量が、いかに
多かったかがわかります。



平成30年7月豪雨での浸
水被害図になりますが、市
役所などを通じて提供頂い
た写真や愛媛大学の調査資
料なども参考にして、作成
しており、ハッチングの範
囲が浸水区域となっていま
す。

①は立間小学校と立間公
民館の間です。駐輪場の屋
根付近まで浸水しています。

②は河内川の喜佐方公民
館、③も同じく河内川の水
門前、吉田図書館前の状況
で、河川から溢れたことに
より、辺り一面が冠水して
います。

７月豪雨直後は、水門が
氾濫を助長したのではない
かとの、住民意見もあった
と伺っておりますが、この
写真の状況や愛媛大学の調
査資料なども見る限り、上
流を含めてあたり一面護岸
をはるかに超えて浸水して
いますので、氾濫の原因は
水門ではなく、単純にすさ
まじい雨量によるものだっ
たと考えております。

④は本日の会場となって
いる吉田支所付近の状況で
す。

⑤は国安川の吉田交番前
にある営繕前橋です。営繕
前橋は国道への取り付けの
ため橋桁が低く、ここから
川の水が溢れています。

⑧は国安川のレディ薬局
前にある石神橋です。石神
橋は橋脚が２基あり、河川
を流れる断面を狭めていま
す。

⑥桜橋や⑦御殿橋では橋
梁に流木が詰まり、河川断
面を阻害しています。

西日本豪雨前後の吉田
町の人口の推移を示した
ものです。

吉田町全体の人口は、
毎年約200人のペースで
減少していますが、西日
本豪雨の翌年には人口が
373名減少しています。

特に、浸水被害の大き
かった御殿内地区では、
126人の減少となってい
ます。



続いて「復旧・復興に
関する市民アンケート調
査結果」です。平成30年7
月豪雨を受け、宇和島市
が平成31年2月に実施した
ものです。
安全な地域づくりのた

めに必要と考える施策
（ハード対策）について、
最も多かった回答は、
「河川の拡幅、浚渫、堤
防の嵩上げ」の55.1％と
なっています。
その他アンケート調査に
おける自由意見としては、
・河川の整備が早急に必
要である。
・川の土砂除けを3 年に
1 回ぐらいはしてほしい。
これを今までにもしてい
たら、川の氾濫は避けら
れたのではないかと思う。
・水門ポンプ等の整備。
・排水路・排水トンネル
が必要。
・災害前の状態に戻すこ
と以上に、原因をはっき
りさせ、同じ災害が起こ
らないようにすることが
必要。
など、多数の河川整備に
関する意見ありました。
このアンケート結果か

らも、安全な地域づくり
のために、河川の整備が
期待されていることがわ
かりますが、 先ほど、
人口推移の資料をお示し
しましたが、人口減少を
加速させないためにも、
早期に河川整備の方向性
をお示しし、皆様に安心
して暮らしていけると実
感していただくことが重
要と考えます。

立間川における河川水
の利用状況についてです。

慣行水利権は、水系全
体で45件、許可水利権が
１件あります。



立間川の水質について
です。

立間川では、定期的な
水質観測が行われていま
せん。

また、環境基準値の類
型指定も行われていませ
んが、令和元年の調査結
果では、大腸菌群数を除
き、比較的良好な水質で
あると言えます。

水質調査を実施した中
番所橋の結果です。

令和元年に中番所橋で
２回実施していますが、
２回とも水質の指標とな
るＢＯＤが1.0以下と良
好な水質となっています。



続いて立間川における
動植物の状況です。

まずは植物です。

スライドは、立間川の
主要河川における令和元
年の調査結果概要です。

ご覧のような植物が立
間川水系で確認されてい
ます。

続いて魚類と底生生物
です。

魚類や底生生物につい
ても、各種確認されてい
ます。



続いて、「河川整備の目
標に関する事項」について
の説明です。

整備計画の対象区間は、
立間川水系の県管理区間
全域とし、計画対象期間
は今後、約３０年間とし
ます。

また、「災害の発生の
防止または軽減に関する
目標」については、年超
過確率1/10規模の洪水を
安全に流下させることを
目的としています。



説明省略

説明省略



ここからは、「河川整
備の実施に関する事項」
についての説明です。

初めに「河川工事の目
的、種類および施行の場
所並びに該当河川工事に
より設置される河川管理
施設の機能の概要」につ
いてです。

立間川水系の整備計画
区域において家屋や農地
への 浸水被害の防止ま
たは軽減を目的とし、整
備区間内に おいては、
年超過確率1/10規模の洪
水を安全に流下させるこ
とができる河川整備を行
います。



治水対策は、図に示す
ように、複数の対策案が
考えられ、河道を拡幅す
る案、局所的に流れが悪
くなっているボトルネッ
ク箇所を橋梁改築などで
解消する案、ダムや遊水
地を整備して洪水を貯め
る案、放水路を整備して
洪水を分流させる案など
があります。

立間川では、これらの
案のメリット・デメリッ
トなどについて検討を行
い、局所的に流れが悪く
なっている 箇所を解消
する「ボトルネック解消
案」を主に採用し、ボト
ルネック解消で流下断面
が不足する箇所について
は部分的に河道拡幅を採
用することとしました。

河川工事の種類及び位
置は、スライドに示す通
りです。

立間川水系では、立間
川の河口から約1,700m区
間、支川の国安川の約700
ｍ区間、河内川の約1,200
ｍ区間について、ボトル
ネック箇所となっている
橋梁４基の統廃合や架け
替えを含め、河床掘削、
護岸整備、特殊堤の整備、
引堤、水門改築、護床工、
などを行います。



立間川の標準断面です。

立間川には多くの橋梁
があり、流下断面を阻害
している橋梁の改築を行
います。

また、河道掘削により、
川の断面を確保する計画
です。

なお、ここで示す標準断
面は、現段階でのイメー
ジです。今後、詳細設計を
行い決定します。

上側は国安川の標準断
面です。
営繕前橋・石神橋の橋

梁統廃合による川の断面
確保のほか、河床掘削や
護岸の根継ぎ等により、
川の断面を確保する計画
です。

下側は河内川の標準断
面です。
主に、特殊堤と呼ばれ

るパラペットの整備を行
います。また、河床掘削
等により、川の断面を確
保する計画です。パラ
ペット整備に伴い、護岸
高が上がるため、河内川
第一水門については、改
築を予定しています。



立間川では、平成30年7
月豪雨により、甚大な被
害が発生しており、段階
的な整備を実施して洪水
に対する安全度を向上す
ることとしています。

まず、第１期整備とし
て、最初の概ね10ヵ年で
「国安川の橋梁の統廃合
によるボトルネックの解
消」や「パラペット整備、
水門改築」などを行うこ
とで、H30.7豪雨と同等の
洪水が発生した場合にお
いても、市街地の床上浸
水の解消を目指します。

次に、第２期整備とし
て、次の概ね10～20ヵ年
で 「立間川の橋梁改築、
河道拡幅」などを行うこ
とで、H30.7豪雨と同等の
洪水が発生した場合にお
いても、市街地の床下浸
水の解消を目指すことと
しています。

こちらは段階別な整備
を示した図面です。
赤色で示しているもの

が「第１期整備」として
はじめの概ね10ヵ年で実
施予定の整備内容です。

第１期整備の内容とし
て営繕前橋と石神橋の統
廃合があります。営繕前
橋は国道への取り合わせ
の関係で桁下高が不足し
ています。石神橋は元々
狭い断面に架橋されてい
ますが、橋脚が２基ある
ことでさらに断面を狭め
ています。そのため、こ
の２橋を統廃合により架
け替えを行い、流下断面
を確保します。

また、河内川ではコン
クリート擁壁による特殊
な堤防、これをパラペッ
トと呼びますが、整備す
ることで河川の断面を確
保します。パラペット整
備に伴い、必要な護岸高
が上がりますので、河内
川第一水門についても改
築が必要となります。

緑色で示しているもの
が「第２期整備」として
次の概ね10～20ヵ年で実
施予定の整備内容です。

第２期整備では主に立
間川の流下阻害となって
いる橋梁の改築や河床掘
削を行う予定です。



事業を実施することに
より、浸水が軽減する効
果をシミュレーションに
より算出したものです。
宇和島市の広報10月号

で立間川流域の各家庭に
お配りしたチラシと同じ
内容です。
第１期整備の10ヵ年で

整備を行うことにより、
中心市街地の床上浸水が
解消することとなります。

ここで本シミュレー
ションについての補足事
項があります。
堤防や護岸で守られた

内側の土地にある水のこ
とを「内水」と言います。
大雨が降ると側溝や排水
路だけでは降った雨を流
しきれなくなることがあ
ります。
内水の水はけが悪化し

水につかってしまうこと
を内水氾濫と呼びます。
本シミュレーションは

降った雨が全て河川に流
入する前提で算出してお
り、内水の影響は考慮し
ていません。

これは先ほどのシミュレー
ション結果の左側の「現況」
を流域全体に拡大したもの
です。

南予地方局河川港湾課
のホームページにも同じ図
面を掲載しています。



こちらは第１期整備として
今後の概ね１０年間で事業
が完了した後のシミュレー
ション結果です。

赤色で示した国安川・河
内川の改修から着手する
ため、中心市街地の国安
川・河内川沿いの浸水深は
事業実施により軽減されて
います。

一方で立間地区では河川
改修の予定がないため、現
状と浸水深は変わりません。

ただし、立間地区では現
在１８箇所で砂防ダムの計
画を進めており、これらが
完成すれば、河川への土
砂流出が減り、土砂埋塞で
河川が氾濫する恐れが低
減されます。

こちらについては、第２期
整備が完了した後のシミュ
レーション結果です。

中心市街地の浸水がほ
ぼ解消される見込みとなっ
ています。
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近年、毎年のように豪
雨災害が発生し、その被
害は激甚化しています。

気候変動に伴い河川管
理者が行う治水対策だけ
では限界があるため、国
が管理する１級河川では
河川改修と合わせて下水
道などの排水施設の整備
や利水ダムの事前放流な
ど、河川流域の様々な関
係者が協力して治水対策
を行う取り組みを始めた
ところです。

このように河川の流域
のあらゆる関係者が協働
して流域全体で行う治水
対策である「流域治水」
への転換が求められてお
り、県が管理する立間川
においても、宇和島市と
連携し、内水対策に取り
組むなど「流域治水対
策」に取り組むこととし
ております。

説明省略
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河川事業は事業の期間
が長く整備効果を発現す
るまで時間がかかります。
そのため、当面はソフト
対策で住民の避難に役立
つ情報を提供します。

現在実施しているソフ
ト対策の例ですが、

昨年度は出水時のみ水
位を測定できる危機管理
型水位計を各河川へ合計
７基設置済みで、河川監
視カメラ１基を中番所橋
へ設置済みです。

今年度は６月に洪水浸
水想定区域図（案）を公
表済みで、常時水位を観
測する通常型の水位計を
立間橋付近に設置する予
定です。

来年度には立間川を水
位周知河川に指定し、洪
水時には氾濫危険水位等
の水位到達情報を発表す
る予定です。



説明省略

ご意見・ご質問がある
場合は、南予地方局河川
港湾課までご連絡をお願
いします。




